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第１０ 参考 

 

１ 廃棄物処理法の変遷 

 

昭和45年に廃棄物処理法が制定されて以降、数度の大改正により、現在は平成12年改正法を根幹とし

て運用されています。改正状況は、図表 91のとおりです。 

 

図表 91　廃棄物処理法の変遷 

 年度 目的 計画・制度等 廃棄物の区分等

 昭45 ●廃棄物の適正処理 
●生活環境を清潔にし、生活環
境の保全及び公衆衛生の向上

●一般廃棄物処理計画は市町村 
●産業廃棄物処理計画は都道府県

●廃棄物の定義 
●一般廃棄物と産業廃棄物 
●有害な産業廃棄物

 昭51

 平３ ●廃棄物の発生抑制 
●｢再生｣を表示

●多量排出事業者の処理計画作成指示 
●廃棄物処理センター

●特別管理一般廃棄物 
●特別管理産業廃棄物

 平４ ●輸入廃棄物は産業廃棄物

 平６ ●シュレッダーダストは安定型から管
理型での処分に移行

 平９ ●多量排出事業者の処理計画における
減量の視点の明確化

●紙が付着した廃石膏ボードの取扱い

 平10

 平12 ●国の基本方針 
●一般廃棄物処理計画は市町村 
●廃棄物処理計画は都道府県 
●多量排出業者の処理計画の策定の　
義務付けと公表 
●廃棄物処理センターの指定要件緩和

 平13 ●｢動物系固形不要物｣を追加 
●｢ＰＣＢ｣を｢ポリ塩化ビフェニル｣に
変更

 平14 ●｢ガラス･陶磁器くず｣の範囲改正 
●ダイオキシン類廃棄物を特別管理廃
棄物に追加

 平15 ●ダイオキシン類関連で特別管理産業
廃棄物の品目追加

 平16 ●緊急時の国の関与 ●指定有害廃棄物(硫酸ピッチ) 
●ＰＣＢ廃棄物の範囲拡大と規制強化

 平17 ●｢保健所設置市｣から政令市へ 
●廃棄物の輸出制度の厳格化 
●補助制度の改正 
●｢地方環境事務所｣の設置

 平18 ●石綿含有産業廃棄物の定義 
●付着した紙を除去した石膏ボードの

取扱い（法改正ではない）

 平19 ●木くずの区分を変更（物品賃貸業に係

る木くず、パレット等を産業廃棄物

に区分）

 平21

 平22 ●多量排出事業者処理計画の見直し 
●廃棄物の輸入の許可の対象者の拡大

 平24 ●特別管理産業廃棄物の種類追加（１、

４－ジオキサン）

 平27 ●特別管理産業廃棄物の種類追加 
（廃水銀等） 

●水銀使用製品産業廃棄物の定義 
●水銀含有ばいじん等の定義
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 年度 適正処理の確保等 排出事業者の責務等 処理業者等

 昭45 ●再生利用物 
●適正処理困難物

●事業者の責務 ●廃棄物処理業

 昭51 ●措置命令の創設 
●再委託の禁止等の処理委託基準強
化 

●記録保存　　●再生利用業

 平３ ●不法投棄廃棄物の措置命令の発令　
要件を緩和

●特別管理産業廃棄物について　産
業廃棄物管理票（マニフェスト）の
使用を義務化

●収集運搬業及び処分業を区分け、更
新制度導入 

●欠格要件を拡大

 平４ ●廃棄物の国内処理の原則

 平６

 平９ ●不法投棄された廃棄物の措置命令
の対象者を拡大 

●都道府県知事、市町村長による原
状回復の代執行に係るルール化 

●原状回復基金制度 
●再生利用認定制度

●すべての産業廃棄物についてマニ
フェストの使用を義務化 

●電子マニフェスト制度の導入

●処理業の欠格要件を拡充 
●名義貸し禁止 
●無許可業者の受託禁止

 平10

 平12 ●不法投棄廃棄物の撤去命令の対象
者を大幅拡大

●排出事業者責任の徹底 
●マニフェストの回付を義務化

●処理業の欠格要件を拡充

 平13 ●｢先行許可証｣制度の創設

 平14 ●産業廃棄物委託契約書の保存業務
を創設 

●し尿等の海洋投入処分を禁止

 平15 ●「廃棄物の疑い物」まで立入調査
権を拡大 

●使用済み自動車の保管基準を創設 
●事業系一般廃棄物について委託基
準を創設 

●広域的なリサイクル推進のための　
環境大臣認定制度の創設

●欠格要件該当者等の許可取消しを義
務化 

●欠格要件に聴聞通知後の廃止届出者
を追加 

●ＢＳＥ関連産業廃棄物許可不要制度
創設 

●｢引っ越し廃棄物｣の許可不要制度創
設

 平16 ●産廃処理業者の優良評価制の創設 
●収集運搬車に係る表示・書面備付義
務化 

●許可申請時の添付書類等の簡素化

 平17 ●処理委託契約記載事項を追加 
●再委託規制の明確化

●マニフェストによる規制強化 
●運搬･処分受託者のマニフェスト
保存と記載事項追加

●欠格要件該当者の届出義務化 
●各種申請書に、欠格要件に該当　し
ない旨の誓約書添付 

●不正手段による許可取得者を取消事
由に追加 

●申請書等添付の｢登記簿の謄本｣を
｢登記事項証明書｣へ

 平18 ●廃石綿等に関する規制の整備 
●有害物質情報商品廃棄時の情報伝
達

●マニフェストに係る報告義務化の
適用猶予解除→平成20年度から報
告実施

 平19

 平21

 平22 ●廃石綿等の埋立処分基準強化 
●不適正に処理された廃棄物を発見
した場合、土地所有者等の通報努
力義務化 

●優良認定制度の創設 
●欠格要件の見直し 
●大臣認定の法律化

●場外保管の事前届出制度の創設 
●建設廃棄物について元請け業者に
処理責任を一元化 

●マニフェストＡ票保存の義務化 
●処理状況確認の努力義務化

●マニフェスト無での廃棄物引き受け
禁止 

●適正処理できない状態になった場
合、委託者への通知義務化 

●基準に適合しない収集運搬及び保管
を措置命令事由に追加 

●積替え保管を伴わない収集運搬につ
いて都道府県知事が許可を行うこと
とした

 平27 ●廃水銀等の埋立処分基準強化 
●水銀使用製品産業廃棄物及び水銀
含有ばいじん等の処理基準を創設

 平30 ●二以上の事業者による処理の特例
認定制度の創設

●事業の廃止等に伴う通知の義務化 
●事業の廃止等に伴う措置命令の追加
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 年度 処理施設等 罰則（不法投棄罪） 罰則

 昭45 ●廃棄物処理施設 
●構造基準及び維持管理基準 
●施設設置について届出制 
●技術管理者の設置

●５万円以下の罰金

 昭51 ●最終処分場の方式、技術基準規定 
●産廃処理責任者

●３月以下の懲役又
は 20 万円以下の罰
金

●委託基準違反創設

 平３ ●設置について届出制から許可制へ ●６月以下の懲役又
は 50 万円以下の罰
金

●委託基準違反の罰則強化

 平４ ●最終処分場の埋立処分の終了の届出

 平６

 平９ ●生活環境影響調査の実施、申請書の告示･　　縦
覧、関係市町村村長･利害関係者の意見聴取など
施設設置手続きの明確化 

●最終処分場の維持管理積立金制度

●３年以下の懲役又
は1000万円（法人１
億円）以下の罰金

●不法投棄に法人重課 
●受託禁止違反の創設 
●虚偽のマニフェスト交付を直罰化

 平10 ●最終処分場の廃止の確認

 平12 ●人的要件を追加 
●譲受け等の許可制の創設

●５年以下の懲役又
は1000万円（法人１
億円）以下の罰金

●不法焼却の直罰化 
●マニフェストの不交付直罰化

 平13 ●焼却施設の一酸化炭素濃度の基準の見直し

 平14 ●ポリ塩化ビフェニル等のプラズマ分解方式追加

 平15 ●産業廃棄物処理施設で一般廃棄物を処理する　
場合の特例制度（届出制度）の創設 

●廃棄物処理施設整備緊急措置法の併合

●未遂罪の創設→罰
則は既遂罪と同じ

●不法投棄・不法焼却未遂罪の創設 
●一般廃棄物の不法投棄に法人重課

 平16 ●事故時の措置（応急措置・届出義務） 
●最終処分場跡地等の管理（形質変更） 
●最終処分場の残余容量の記録・閲覧義務化 
●ミニ処分場に係る埋立処分基準の明確化 
●維持管理積立金制度の適用拡大 
●償却基準の見直し 
●廃棄物熱分解の処理基準の創設 
●廃プラスチック類破砕施設の基準見直し（圧縮
固化基準） 

●管理者不在施設の新規許可手続きの簡素化 
●ＲＤＦ取扱施設（一般廃棄物処理施設）に　　関
する構造、維持管理の基準等

●準備罪の創設→罰
則は３年以下の懲
役又は300万円以下
の罰金

●不法焼却の罰則強化 
●不法投棄・不法焼却目的の収集　運
搬罪（準備罪）の創設 

●指定有害廃棄物の処理の禁止

 平17 ●最終処分場維持管理積立金制度の対象拡大 
●生活環境影響調査項目に地下水への影響を追加

●未処理時のマニフェスト返送に対す
る直罰化 

●無許可営業・無許可事業範囲変更罪
等に法人重課創設 

●無確認輸出の未遂罪・予備罪創設（法
人重課）

 平18 ●廃石綿等溶融施設の無害化認定制度創設 
●廃石綿等溶融施設を許可対象施設に追加

 平19

 平21 ●微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理施設を無害
化処理認定制度に追加

 平22 ●定期検査制度の義務化 
●維持管理情報のインターネット等での公開義務
化 

●設置許可が取消され、管理者が不在となった最
終処分場について、取消された者若しくはその
承継人に維持管理を義務付 

●行政代執行を行った際、都道府県知事が維持管
理積立金を取戻すことができることとした 

●熱回収認定制度の創設

●法人が不法投棄し
た場合の罰則強化
→３億円以下の罰
金

●定期検査受検義務違反→30万円以下
の罰金

 平29 ●廃水銀等の硫化施設を許可対象施設に追加 
●最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加

 平30 ●マニフェスト関係の罰則を引き上げ
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２ 廃棄物処理法上の有用物と産業廃棄物の取扱い 

 

図表 92　廃棄物処理法上の有用物と産業廃棄物の取扱い 

■法の適用なし 

 

 

■法の適用あり 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○　占有者が自ら利用する物（注１） 
○　他人に有償売却できる物（注２）

○　排出者が自ら処理する物 
○　他人が無償で又は処理料金を受け取り処理する物

産業廃棄物 
（法第２条第４項）

有用物 
（注３）

【産業廃棄物の再生利用の特例】 
・廃ゴム製品（ゴムタイヤその他のゴム製品であって、鉄を含むも

のが廃棄物となったのものに限る。） 
・汚泥（シールド工法・開削工法を用いた掘削工事、杭基礎工法・

ケーソン基礎工法・連続地中壁工法に伴う掘削工事、地盤改良工

法を用いた工事に伴い生じる無機性のもの又は半導体製造・太陽

電池製造・シリコウエハ製造過程で生じるシリコンを含む排水の

ろ過膜を用いた処理に伴い生じたものに限る。） 
・廃プラスチック類 
・廃肉骨粉（化製場から排出されたもの） 
（法第15条の４の２）

都道府県知事の指定 
・環境大臣の指示に基づく都

道府県知事の指定 
・都道府県知事の判断に基づ

く都道府県知事の一般指定 
・都道府県知事の個別指定

再生利用 
認定事業者環境大臣の認定

広域的処理 
認定事業者

【産業廃棄物の広域的処理の特例】 
広域的に製品の製造業者等が処理を行うことにより、廃棄物の　減

量その他適正な処理が確保されるものとして、環境大臣の認定を受

けたもの（法第15条の４の３）

環境大臣の認定

他人が原則として無償で産業廃棄物を受け取り再生利用すること

が確実な場合（注４） 
 

法第14条第１項ただし書き後段施行規則第９条第２号、法 第

14条第６項ただし書き後段施行規則第10条の３第２号

再生利用 
業者

他人が処理料金を受け取って産業廃棄物を処理する場合 
（法第14条第１項及び第６項本文）

都道府県知事の許可

注１　「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいう。 
注２　「他人に有償売却」とは、占有者が引取者に物を渡し、占有者が引取者より実質的に売却代金を受け取ることをい

う。ただし、形式的、脱法的な有償売却は処理として取り扱う。 
注３　有用物は、市況変動等により廃棄物となる場合を除き法の適用を受けない（有害使用済機器を除く。）。有用物と産

業廃棄物が分離されない状態で存在し、全体が有用物と考えられない場合には、その全体を産業廃棄物とみなして

取り扱う。 
注４　「再生利用」とは、産業廃棄物から有用物を得ることをいうものであり、産業廃棄物の処理に該当するもの。再生

利用において生ずる有用物以外の物は廃棄物であり、法の適用を受ける。 
注５　「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物（専ら物）」とは、古紙、くず鉄（古銅を含む。）、空き瓶類、古繊維をい

う。

事業者自ら産業廃棄物を運搬する場合、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う場合（注５） 
（法第14条第１項ただし書き）

産業廃棄物 
処理業者 

許可不要

無害化処理 
認定事業者 

【産業廃棄物の無害化処理認定の特例】 
人の健康又は生活環境に係る損害を生ずるおそれがある性状を有

する産業廃棄物について、高度な技術を用いた無害化処理を行うも

のとして、環境大臣の認定を受けたもの（法第15条の４の４） 
環境大臣の認定
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３ 産業廃棄物に関する相談窓口 

 

産業廃棄物に関する相談は、最寄りの厚生環境事務所（支所を含む。）又は県庁産業廃棄物対策課までお

申し出ください。 

広島県の環境情報サイトにも各種情報（収集運搬業に係る申請手続き等）を掲載しています。なお、広

島市域、呉市域、福山市域については、それぞれの市役所の担当課に相談してください。 

広島県の環境情報サイト（ＥＣＯひろしま）ＵＲＬ　https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/ 

 

４ 不法投棄の通報 

 

廃棄物は適正に処理しないと環境汚染につながります。不法投棄に関する情報をお寄せください。 

不法投棄１１０番ＦＡＸ　０８２－２１１－５３７４（ごみなし）　　　　　　　　 

県ＨＰ通報入力フォーム　次のＵＲＬアドレスへアクセスするか、ＱＲコードを読み込んでください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=330&check 

※県管轄区域のみ受付。政令市管轄区域に関する情報は、各市役所の担当課へ 

ご連絡ください。 

 担当区域 担当行政窓口 住所・電話番号

 

県
管
轄
区
域

大竹市、廿日市市
広島県西部厚生環境事務所 
　　環境管理課

〒738-0004 
廿日市市桜尾二丁目2-68 
0829-32-1181

 府中町、海田町、熊野町、 
坂町、安芸高田市、 
安芸太田町、北広島町

広島県西部厚生環境事務所 広島支所 
環境管理課 

〒730-0011 
広島市中区基町10-52 
082-228-2111 
（内線5536～5539）

 
江田島市

広島県西部厚生環境事務所 呉支所 
衛生環境課

〒737-0811 
呉市西中央一丁目3-25 
0823-22-5400

 
竹原市、東広島市、大崎上島町

広島県西部東厚生環境事務所 
　　環境管理課

〒739-0014 
東広島市西条昭和町13-10 
082-422-6911

 
三原市、尾道市、世羅町

広島県東部厚生環境事務所 
　　環境管理課

〒722-0002 
尾道市古浜町26-12 
0848-25-2011

 府中市、神石高原町 
福山市にのみに事業場等があ
る者の収集運搬業の県知事許
可に関すること

広島県東部厚生環境事務所 福山支所 
衛生環境課 環境管理係

〒720-8511 
福山市三吉町一丁目1-1 
084-921-1311

 
三次市、庄原市

広島県北部厚生環境事務所 
　　環境管理課

〒728-0013 
三次市十日市東四丁目6-1 
0824-63-5181

 広島市、呉市又は県外のみに
事業場等がある者の収集運搬
業の県知事許可に関すること

広島県庁 
産業廃棄物対策課

〒730-8511 
広島市中区基町10-52 
082-513-2963

 
政
令
市
管
轄
区
域

広島市
広島市　環境局　業務部 
　　産業廃棄物指導課

〒730-8586 
広島市中区国泰寺町一丁目 6-34 
082-504-2225

 
呉市

呉市　環境部 
環境政策課

〒737-8501 
呉市中央四丁目1-6 
0823-25-3302

 
福山市

福山市　経済環境局　環境部 
　　廃棄物対策課

〒720-8501 
福山市東桜町3-5 
084-928-1168

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/

